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１．はじめに 

原子力発電所の運転・補修や廃止措置に伴って様々な種類の廃棄物が発生します。これらの中

には、放射線防護のための管理を要する「放射性物質として扱うもの」以外に、元々放射性物質

による汚染のないものや、図１に示す日常生活における放射線と比較しても、放射性物質の放射

能濃度が極めて低く人体への影響が無視できるほど小さく「放射性物質として扱う必要のないも

の」が含まれています。 

これらの「放射性物質として扱う必要のないもの」を、法令等で規定された手続きに基づき、

放射線防護のための管理から外すことを「クリアランス」、または「クリアランスする」といい

ます。クリアランスされたものは、普通の産業廃棄物として取り扱うだけでなく、資源として有

効に再利用することができます。海外では、既に多くの国においてクリアランス制度が運用され

ており、わが国でも 2005年度に法令が改正され、クリアランス制度が導入されました。 

 

２．クリアランスの基準 

クリアランス制度では、クリアランスされた金属やコンクリート等が、廃棄物として埋め立

てられても、また、どのように再利用されても、人体への影響がないように、放射能濃度の基

準を設けています。この濃度基準を「クリアランスレベル」といい、基本的に、１年間に受け

る放射線の量（実効線量）が 0.01 ミリシーベルト（10 マイクロシーベルト）となる放射能濃

度注 1)に定められています（図１、赤枠）。 

この線量は、私たちが自然界の放射線から受ける線量の 1/100 以下であり、仮に複数の線源

からの影響が重なった場合でも、人体への影響が無視できるほど小さいと国際的に認められた

ものです。 

クリアランスレベルは、現在では、WHO（世界保健機関）など 8 つの国際機関の協調の下に、

IAEA（国際原子力機関）が一般安全要件第 3 部 No.GSR Part3 (2014)2)において放射性核種毎

の放射能濃度を定めています。 

クリアランスレベルの設定で主に使用された線量指標である 10マイクロシーベルト／年は、

IAEA の上級専門家グループの声明 3)や ICRP（国際放射線防護委員会）の Pub.46(1985)4)にお

ける放射性廃棄物の規制免除に係る検討を始めとして、多年にわたる数々の議論を踏まえ、

現在又は将来において複数の線源から被ばくする可能性を考慮して選択されたものです。こ

の線量指標は、個人が自然放射線及び医療被ばくを除くその他の線源からの可能性のある被

ばくを考慮に入れて定められた線量限度である 1ミリシーベルト／年に対して、人体への影響が

無視できるほど小さい線量である 10～100 マイクロシーベルト／年（年死亡リスクレベルに

して 10-7～10-6）の範囲の中で下限の値に相当するものです 5)。 

わが国においても、上記の国際安全基準に至るまでの議論において算出されたクリアランスレ

ベル 6)に基づき、放射線審議会がクリアランスを適用できる 7)としています。 
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図１ 日常生活と放射線 1)  

 

３．クリアランス制度の導入経緯 

わが国におけるクリアランス制度 8)は、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関す

る法律」の 2005 年の改正で制定され、原子炉施設において運用が開始されました。わが国

のクリアランス制度の概要として、廃棄物の発生から埋設または再利用に至るまでのフロー

を図２に示します。クリアランスレベルとしては、原子炉施設で重要とされる 33 核種が選

定され、前記の No.GSR Part3 (2014)に取り込まれた IAEAの安全指針文書 RS-G-1.7 6)で示さ

れた値を採用しています。同制度では、クリアランスされたものに本来放射性物質として扱

われるべきものが混在することのないように，同法第 61条の 2に基づき、各原子力事業者は、

放射能濃度の測定及び評価の方法について国の認可を得た上で測定及び評価を行い、そ

の後、測定及び評価結果について国の確認を受けるという、2 段階の規制関与がある厳格な運

用システムとなっています。 

クリアランスされたものは、法令上は放射性物質として扱う必要がなくなりますが、同制度

の整備と運用について国民の理解を踏まえた上で再利用等を進めることとしているため、当面

の間は、搬出先について事業者が自主的な管理を行うとともに、原子力関連施設で再利用する

こととされています。 

その後、核燃料物質使用施設から発生する照射した核燃料物質で汚染されたもの 9)、ウラ

ン取扱施設から発生する金属 10)、放射性同位元素使用施設及び放射線発生装置施設から発

生する放射性物質で汚染されたもの 11)に係るクリアランスレベルも順に検討され、法整備

されています注 2)。 

 

注 1) ウラン 238 等の自然界に存在する核種に対する放射能濃度値は、規制除外の概念に基づき、世界規模で

の土壌中の放射能濃度分布の上限に対する考察を踏まえて定められています。 

注 2) 放射性同位元素使用施設及び放射線発生装置施設から発生する放射性物質で汚染されたものに関するク

リアランスは、「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律」に定められています。 
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図２ わが国のクリアランス制度の概要 8) 
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